
２　指定管理者

３　当該施設の管理運営に関わる収支（単位：千円）
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４　職員の配置状況（人数、役職、職務内容、正職員・非常勤職員等）

５　施設の利用状況

６　自主事業の状況

７　事故発生時の対応

８　施設・設備の修繕状況

10月30日 こすもす食器洗浄機漏水→排水管交換（日特工業㈱）

11月16日 公衆浴場女湯サウナ壁面・座面腐食→木材交換・板張り（㈲五十嵐木材）

12月28日 公衆浴場男湯トイレ・１階女子トイレ・喫茶換気扇異音→換気扇交換（㈱相模組

管理事務室・ひまわり棟作業室ブラインド昇降不良→昇降コード交換（㈲タナカ装飾）

5月12日 非常用発電設備停電発動時異常停止→サーモスタッドセンサー交換（ミツワヤンマー㈱）

6月22日 公衆浴場男湯シャワー水栓温度調整不能→サーモユニット交換（日特工業㈱）

7月24日 正面玄関・デイ入口自動ドアベルト・プーリーひび割れ→ベルト・プーリー交換（㈱長野ナブコ）

8月17日 ひまわりの家エアコン漏水→排水管交換（㈱相模組）

1月27日

午前11時頃、３階公衆浴場男湯浴室で、50代の男性が入浴中に意識を失い浴槽内に沈む。居合わせた他
の利用者が引き上げて通報。事務所職員とデイ看護師が駆け付け、蘇生処置を実施。福祉サービス利用者
と判明し、家族に連絡。家族と担当ケアマネが同乗し、救急搬送。ドクターヘリの医師の診察を経て安曇
野赤十字病院へ搬送。

4月7日
午前11時30分頃、３階公衆浴場男湯浴室で、70代の男性が入浴中に気分が悪くなり浴槽から自力で上が
れなくなる。居合わせた他の利用者からの通報で事務所職員とデイ看護師が駆け付ける。意識はあるが高
熱・高血圧のため、一緒に来館していた妻が同乗し、救急搬送。福祉課に連絡。

日付 内容・対応等
4月6日 公衆浴場女湯サウナ故障→サウナストーブ交換（㈱相模組）

4月8日 北側道路街路灯タイマー故障→タイマー交換（安曇電設㈱）

大北圏域障害者相談支援事業 月～金曜日 5,327 8:30～17:30　障がい者の総合相談

日付 内容・対応等

4月1日
正午頃、３階公衆浴場女湯浴室で、80代の女性が入浴中に気分が悪くなり浴槽から自力で上がれなくな
る。居合わせた他の利用者からの通報で事務所職員とデイ看護師が駆け付ける。意識はあるが高熱のため
救急搬送。家族及び福祉課に連絡。体調管理と長湯の注意を掲示。

1月8日
午後7時20分頃、３階公衆浴場男湯脱衣室で、70代の男性が転倒。一緒に来館していた息子さんが携帯
電話で直接救急車を要請。消防署から確認の電話があり、夜間管理人が駆け付ける。意識はあるが、息子
さんと相談し、念のため救急搬送。事務局次長・担当職員に連絡。週明け11日に福祉課に連絡。

居宅介護支援事業 月～金曜日 1,076 8:30～17:30　ケアプラン作成
訪問介護事業 年中無休 1,248 24時間体制　ホームヘルプサービス

訪問入浴介護事業 月～金曜日 571 8:30～17:30　入浴車両による訪問入浴

心配ごと相談事業 毎月第2・4月曜日 55 13:00～16:00　司法書士相談併設
福祉輸送サービス事業 月～金曜日 2,406 8:30～17:00　福祉車両による送迎
日常生活自立支援事業 月～金曜日 2,780 8:30～17:30　福祉サービス利用援助

デイサービスセンター事業 6,500 5,864 90.2%

事業名・イベント名 開催日時 参加者 内容
年末年始公衆浴場臨時営業 12/29・30、1/3 301 年末10:00～17:00、年始13:00～17:00

会議室等貸館（団体） 2,500 2,042 81.7%
障害福祉サービス事業 8,200 8,249 100.6%

地域活動支援センター事業 1,650 1,695 102.7%

● 常勤管理人（臨時職員１名）　…施設設備維持管理、公衆浴場・貸館利用受付
● 夜間管理人（非常勤職員2名）…公衆浴場・貸館利用受付
● 休日管理人（派遣職員2名）　…公衆浴場・貸館利用受付
● 清掃員　　（臨時職員３名）　…施設内外の清掃

利用区分等 目標値 実績 ％
公衆浴場（人） 30,000 29,356 97.9%

月～金曜日 － 8:30～17:30　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動支援

4月14日 エントランスホール南面右端ロールスクリーン昇降不良→全交換（㈲タナカ装飾）

4月16日

ふれあいのまちづくり事業



９　利用者満足度調査（利用者アンケート）

１０　管理運営に対する評価、制度導入の効果について（総括）

○ ボディソープとリンスインシャンプーの区別がつかない。→容器にラベルを張り付け
○ 脱衣かごを増やしてほしい。（２件）→樹脂製の脱衣かごを男女各１６個増設
○ 洗い場に高いイスを置いてほしい。（２件）→介護チェアを男女各２台設置
○ シャワーの温度調整ができない。漏水している。（４件）→随時部品交換・修繕
○ 浴室の天井から冷たい風が入る。→換気扇の運転を季節に応じて調整
○ 職員の対応が悪い・あいさつしない。（４件）→あいさつの徹底、接遇指導
○ 子どもに怒鳴る人がいる・垢を流さない・その他（多数）→利用マナーに関する掲示
○ 安くて便利・広くていいお風呂・温まって気持ち良かった（5件）

【アンケートによる改善点】

○ その時々の利用者の意見・要望が把握でき、随時対応することで満足度が向上した。

アンケート実施の有無（　有　・　無　）

【アンケート方法】

意見箱「利用者の声」を各階に設置。

【アンケート期間】

通年

アンケート集計結果内容

平成27年4月～平成28年3月に寄せられた意見・要望
○ 設備に関する内容　　　　15件
○ 接遇に関する内容　　　　14件
○ 利用マナーに関する内容　18件
○ 感想・その他　　　　　　15件　　合計　52件

利用者からの主な苦情・意見とその対応

・当施設は大町地区のみならず、本市における総合的な福祉の拠点としての役割が大きく、地域住
民の期待も大きい。また、他の２総合福祉センターとの連携により多様化する地域のニーズに沿っ
た適切で時代の要請に沿った法律改正等にも柔軟に対応できる施設運営に努めてきており評価でき
る。また、費用対効果及びコスト削減意識の徹底による必要最小限の経費で質の高いサービスの提
供を公平公正を原則に実施できている。施設の維持管理については、施設の老朽化等も考慮するな
かで、計画性を持って進めていくこととしている。

○ 電力デマンド監視システム導入等による使用電力の節減や燃料価格の下落により、電気料及び燃
料費が大幅に削減でき、これらを財源とした設備・備品整備が実施できた。
○ 各事業所に担当エリアを割り振り、それぞれのアイデアで環境美化・緑化活動ができた。
○ 公衆浴場の利用者は減少傾向にあったが、利用増加策（家族ふれあいサービス・無料開放デー・
年末年始臨時営業）の定着により昨年を上回ることができた。
○ 各施設とも老朽化が進んでおり、大町市に次年度以降３カ年の整備要望書を提出したが、内容を
更に精査するとともに、今後とも計画的な整備を要望していく。

施設所管課（総括）

指定管理者（総括）



１１　評価内容

評価の視点・項目

○ ○

【指定管理者の評価】

○ 運営懇話会や意見箱の設置により得られた利用者の声を適切に反映し、脱衣かごの増
設や利用マナーに関する掲示など、サービス向上の取り組みを実施した結果、施設利用者
の満足度向上につながった。

【所管課の評価】

・地域内団体等から構成される評議員等の意見、提言等に加え、地元住民から構成される
運営懇話会とも連携する中で、地域の振興にも寄与していることは評価できる。
・アンケートなどにより利用者の要望、意見を取入れサービス向上に努めていると評価で
きる。
・広報を定期的に発行し、利用の促進、周知ができている。

○ 地域福祉推進の拠点として、市民の福祉、健康、体力の増進に寄与する住民参加型の
事業を展開するとともに、費用対効果を意識した施設運営に努めた。

【所管課の評価】

・地域福祉の拠点としての役割を認識し、多様化する市民ニーズを的確にとらえようとす
る姿勢は評価できる。

利用者の要望･意見の把握・対応は適切であったか ○

○

施設利用(貸出)に関する具体的な計画は適切であったか ○ ○

利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足度が得られているか

利用者のトラブルの未然防止と対処方法は適切であったか

施設の設備等の活用は適切であったか

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

広報など利用に関する周知計画は適切であったか

利用促進への取り組みは適切であったか

良い・適当である「○」、改善が必要である「△」、未実施「×」

○

１　施設の運営について

経営方針 指定管理者 所管課

評価

サービス向上のための取組みは適切であったか

指定管理者 所管課

施設運営のための経営方針は適切であったか

市の方針、施設の設置目的、業務等を的確に理解し運営されているか

○ ○

○

利用者のサービス向上、利用促進に向けた取り組み

【指定管理者の評価】



良い・適当である「○」、改善が必要である「△」、悪い・未実施「×」

利用者の安全確保に関する研修を実施し、職員が内容を熟知しているか ○ ○

防災訓練等が実施されているか

【指定管理者の評価】

○ 利用者間のトラブル発生の際は、各当事者との面談により円満に解決するとともに、
利用マナーに関する掲示を行い、利用者間のトラブルを未然に防ぐ措置を実施している。

【所管課の評価】

・社協報を通じて、利用者への広報も適切に行われており、平等性の確保に努めている。
・法令遵守、個人情報の保護も適切になされている。

利用者の平等な利用の確保 指定管理者 所管課

利用者の平等な利用の確保がされたか ○ ○

○ ○

【所管課の評価】

・緊急時対応マニュアルに即した対応が図られている。
・事故等への対応は適切であった。
・警察や消防署、市関係機関との連絡網により、緊急時の対応について体制が整備されて
いる。

○ ○

評価の視点・項目

指定管理者 所管課

その他緊急時の対応が適切であったか ○ ○

【指定管理者の評価】

２　危機管理体制、平等利用等について 評価

安全対策・緊急対策

○ 緊急時対応マニュアルを事務所内に常時掲示し、周知徹底している。
○ 利用者参加による防災訓練を実施している。
○ 傷病者発生時には、自主事業と連携し、看護師によるバイタルチェックや通報・搬送
等、適切に対応している。

施錠、警備体制等は適切であるか ○ ○

不適切な利用の制限が行われていないか



評価の視点・項目

○ ○

【指定管理者の評価】

○ 他の事業会計と明確に区分し、新会計基準により適切に経理している。
○ 備品の帰属は明確であるが、修繕や更新に関わる責任分担が曖昧である。

【所管課の評価】

適正に会計処理が行われているか

・定期点検の確実な実施と当課との随時の協議がされており、必要な措置をとることがで
きている。
・燃料等の使用量も削減できており、経費節減に努めていると評価できる。
・事業計画と収支計画に不整合はなかった。

施設・設備の維持管理の取組みは適切であったか ○ ○

収支計画と事業計画の整合はとれていたか

【指定管理者の評価】

○ 保守業者による定期点検の実施結果に基づき、随時担当課と協議しながら必要な措置
を実施している。
○ 電力デマンド監視システムの導入等による使用電力の節減や燃料単価の下落により、
電気料及び燃料費を大幅に節減しており、これらの節減分を財源にサービス向上のための
設備・備品整備に活用している。

○ ○

・新会計基準にも対応しており、適正に会計処理がされている。
・備品の帰属は明らかであるが、使用目的・内容に見解の相違があるため、修繕や更新に
係る協議が整わない部分があり、今後の大きな課題となっている

良い・適当である「○」、改善が必要である「△」、悪い・未実施「×」

施設の管理運営に係る経費の内容 指定管理者 所管課

経理及び事務処理等

業務報告書や事業報告書が適切に作成されているか

引き渡した備品が適正に管理されており、その帰属が明確であるか

○ ○

△ △

指定管理者 所管課

３　施設の管理経費及び事務処理等について 評価

経費節減のための取り組みは適切であったか ○ ○

【所管課の評価】



良い・適当である「○」、改善が必要である「△」、悪い・未実施「×」

職員の研修計画は適切であったか ○

地域雇用への配慮がなされているか

○法定三帳簿（労働者名簿.・賃金台帳・出勤簿）が整っているか

４　労務管理について 評価

職員の配置について 指定管理者 所管課

○健康診断は適正に行われているか

【指定管理者の評価】

○ ボイラー技士・危険物取扱者・防火管理者の資格を有する管理人を配置している。

【所管課の評価】

・有資格者の配置は適正であり、他２つの総合福祉センターとの人的・物的な連携に加
え、職員の地元雇用にも積極的であり、地域に根ざしたサービスの提供に積極的である。

労働条件について

評価の視点・項目

○ ○

労働法規等を遵守した適正な労働条件を確保しているか ○ ○

指定管理者 所管課

人員の配置、有資格者の配置は適切であったか ○ ○

○

○

【指定管理者の評価】

○ 労働基準法及び労働安全衛生法を遵守し、適切に労務管理している。
○ 最低賃金の引き上げに伴い、次年度からの管理人及び清掃員の賃金単価を引き上げて
いる。

【所管課の評価】

・労働基準法及び労働安全衛生法を遵守し、適切な労務管理に努めている。

○ ○

○

給料が遅滞なく定められた期日に支払われているか



○ 地域福祉推進の拠点として、市民の福祉、健康、体力の増進に寄与する住民参加型の
事業を展開している。

・自主事業については、地域に密着した運営と利用者の福祉ニーズの把握、併設する公衆
浴場、会議室等の利用者の増加策に積極的に取り組み一定の成果を上げた。中でも年末年
始の営業に可能な限り対応するなど、利用者のニーズに応えたサービスの提供ができてい
る。また、必須の自主事業としての地域活動センターとして障害者に対する事業にあって
は、市のみならず圏域における中核的な相談支援体制を構築するなど地域にあって不可欠
な施設となっており、運営も適切に行われていることは評価できる。
・介護保険法による自主事業にも取り組み、他の事業所では設備面で利用人数に制限があ
るため利用できない最重度の利用者の受入れにも積極的である。

【指定管理者の評価】

【所管課の評価】

個人情報保護の取組みは適切であったか

○ 建築基準法及び消防法に基づく設備の定期点検や、公衆浴場法に基づく浴槽水の日常
検査等を行い、安全確保に努めている。
○ 番号法施行に対応する特定個人情報取扱規程を制定するとともに、従前からの個人情
報保護規程に従い、勤務内外を問わず守秘義務を徹底している。

【所管課の評価】

関係法令等が遵守されたか ○ ○

評価の視点・項目

良い・適当である「○」、改善が必要である「△」、悪い・未実施「×」

【所管課の評価】

・事故等への対応は適切であり、報告も速やかに行われた。
・警察や消防署、市関係機関との連絡網により、緊急時の対応について体制が整備されて
いる。

○ ○

５　その他 評価

連絡調整体制の整備 指定管理者 所管課

【指定管理者の評価】

○ 運営上の疑義や事故等の事案が生じた際には、迅速に担当者に口頭で報告した後、報
告書・協議書を提出している。

法令等の遵守・個人情報の保護措置・情報公開

○ ○地域との連携ができたか

自主事業の実施・地域への配慮 指定管理者 所管課

・従事職員の定例会議を実施し、施設の安全管理、法令順守の徹底を図っている。

【指定管理者の評価】

○ ○

自主事業の内容は適切であったか ○ ○

施設の運営や事故等、必要な報告・連絡が速やかに行われたか

指定管理者と施設所管課で調整が行われたか

指定管理者と施設所管課が互いに協力し、施設の有効活用が図られたか

○ ○

○ ○

指定管理者 所管課



【指定管理者の評価】

【所管課の評価】

その他施設の特殊事情 指定管理者 所管課

（施設所管課で施設の特殊性を考慮した内容を記載）

（施設所管課で施設の特殊性を考慮した内容を記載）


